
 
 

2019年第４回教育委員会定例会日程 
 

日 時  2019年 4月 23日（火）午後 1時 30分 

場 所  北栄町役場 第 1委員会室 

１ 開 会 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 行政報告 

   教育長、教育総務課長、生涯学習課長、図書館長、中央公民館長 

 

４ 議 案 

議案第 21号 学校評議員の委嘱について 

議案第 22号 こども園評議員の委嘱について 

議案第 23号 小・中学校主任等の任命について 

議案第 24号 北栄町外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 25号 北栄町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

議案第 26号 鳥取県中部地区教科用図書採択協議会の北栄町教育委員会が選出する 

採択協議会委員の承認について 

議案第 27号 北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 28号 北栄町教育行政評価委員の委嘱について 

 

５ 協議事項 

   （１）2019年度こども園・小・中学校計画訪問について・・・・・・資料１ 

    

６ 報 告 

   ・教育委員会部局の事務分担表について・・・・・・・・・・・・・資料２ 

   ・区域外就学の認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

７ その他 

   ・2019年度東伯地区教育委員会連絡協議会定期総会及び東伯地区・倉吉市教育委員会

合同研修会 

    日時：2019年 5月 20日（月）15時～  

場所：まなびタウンとうはく 

・次回教育委員会  第５回定例会 ５月  日（ ）  時  分から 

 

８ 閉 会



 
 

4 月行政報告 

＝教育長＝ 
◎業務内容 

３月２６日 第３回北栄町教育行政評価委員会 

３月２７日 竹歳敏夫奨学育英会奨学金給付式 

倉吉北高横山校長退任挨拶 

３月２８日 派遣職員辞令交付式 

３月２９日 退職者を送る会 

北栄教育連絡会 

３月３０日 茶臼山さくらまつり 

北栄スポーツクラブジュニアクラブ活動開始式 

４月 １日 臨時職員年度初め式 

年度初め式 

教育委員会辞令交付式 

４月 ３日 小中学校転任新任教職員着任式 

４月 ４日 由良こども園入園式 

鳥取県立図書館事業説明 

北栄教育連絡会 

４月 ５日 北条小学校教職員フッ化物洗口説明会 

北栄町幼児教育研究会総会 

４月 ６日 倉吉鴨水館入館式 

４月 ８日 倉吉西高入学式 

４月 ９日 北条小学校入学式 

京都大学川上教授健康情報活用協力依頼 

北条中学校入学式 

４月１１日 鳥取県文化財課打ち合わせ 

４月１２日 北栄町議会行政報告会 

北栄町文化団体協議会総会 

４月１５日 鳥取県文化財課表敬訪問 

鳥取県立図書館お礼訪問 

鳥取県町村教育長会 

第１回県・市町村教育行政連絡協議会 

４月１９日 中部子ども支援センター評議委員会 

竹歳敏夫奨学育英会理事会 

大栄小学校ＰＴＡ総会 

北条中学校ＰＴＡ総会 

４月２０日 北栄みらい伝承館ギャラリートーク 

大栄中学校ＰＴＡ総会 

４月２１日 第４１回櫻杯争奪相撲選手権大会 

大栄中学校吹奏楽部演奏会 

４月２２日 シニアクラブ開講式 



 
 

中部版スクラム教育連絡協議会 

北栄スポーツ推進員協議会総会 

 

 

第１回 教育連絡会 

２０１９年４月４日 

 

★私たちの中心にある一番の目的は 

「子どもたちのために」 

このことを忘れることなく、初心に返って 

 

★いじめ問題について 

いじめの認知は、１学期が多いので、子ども達の様子をしっかりと観察して、兆候を見逃

すことなく適切な対応をお願いします。 

児童生徒や保護者からいじめの相談やアンケートへの書き込み等があったら担任が抱え

込むことなく、チーム学校できちっと対応してください。 

各校の「いじめ防止基本方針」を検証し、年度末点検を実施し、必要な場合は見直しを行

い、結果を報告してください。 

年度初めの職員会等で、方針を全員で確認し、共通認識を図ってください。 

 

★報連相＋確認 

報 良い結果も悪い結果も事実をありのまま伝える。 

連 すばやく正確に伝える。組織で情報を共有する。 

相 独断で判断せず、早めに上司に相談。相談する際は、問題点を整理して自分で 代案

を考えておく。 

確認 結果の確認をしてください。 

 

★登下校時の安全確保 

保護者、地域、学校での通学路の点検、新入学児童・生徒への注意喚起を行ってください。

自転車の安全点検と運転ルールの徹底（ヘルメット着用、併走禁止）を図ってください。 

通学路見守りボランティア、こどもかけこみ１１０番への協力依頼をしてください。 

自転車損害賠償保険などへの加入促進を図ってください。 

小学生のヘルメット購入補助を行っていますので、周知をお願いします。 

小学生のヘルメット所持率調査を実施して報告をお願いします。 

○学校・園運営、経営方針等について 

北栄町教育大綱、北栄町教育振興計画を熟読して、学校・園の運営方針、経営方針、自己

申告書等を作成してください。 

出来次第、評価面談を行いたいので提出してください。 

○体育主任、養護教諭の取り組みの聞き取りについて 

昨年までは９月頃に行っていましたが、今年度は５月に昨年度状況と今年度の取り組みに

ついてお聞きしたいので準備をお願いします。 



 
 

 

○不登校・問題行動対策について 

不登校・不登校傾向など配慮の必要な児童生徒に対し、小・中での情報を共有し、支援・

指導をお願いします。 

小→中、学年毎の引継ぎを確実に行ってください。 

 

〇学校事務補佐員、学校図書補佐員、ＩＣＴ教育活動支援員、特別支援教育補佐員、加配保

育教諭について 

今年度も上記の町費負担職員を配置しますので、それぞれその職種にあった業務を担当さ

せてください。 

 

〇教職員からの駐車協力金の納入について（お願い） 

転任してこられた教職員の方からも口座振替で納入をお願いします。 

 

〇学校閉庁日の実施について 

昨年度は、夏休み、冬休みで実施していただいたところですが、１日でも日数を増やして

実施できないか検討してください。 

 

○エアコンの整備について 

この夏から中学校でエアコンの使用が出来ます。学習環境を整えることは大切ですが、エ

アコンの使用や省エネを推進する担当者を決めてください。小学校では工事が始まります。

安全な工事となるよう業者と綿密な打ち合わせを行ってください。 

エアコンが整備されたことで、６月から９月はサマータイムとして、授業時間や夏休みを

どうするか議論を始めましょう。 

 

○春の全国交通安全運動について 

今年度は５月１１日から２０日まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。 

運動の重点 

１ 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

２ 自転車の安全利用の推進 

  （自転車安全利用五則の周知徹底） 

３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

４ 飲酒運転の根絶 

ですので、取り組みをお願いします。 

今年度は、５月の取り組みなので、新学期が始まる始業式から１０日間を独自の取り組み

として、新入学児童・生徒への注意喚起、自転車運転ルールの徹底（ヘルメット着用、併走

禁止）、街頭啓発等をお願いします。 

 

 

 

 

 



 
 

＝教育総務課＝ 
１ 平成 31年度全国学力・学習状況調査について 

4月 18日、平成 30年度全国学力・学習状況調査が小学 6年生と中学 3年生の児童生徒を

対象に全国一斉に行われ、本町に於いても小学 6年生、中学３年生が国語、算数・数学・英

語の問題に臨みました。国による結果の公表は 8月上旬の予定です。 

 

２ 不登校、問題行動等の状況 

区分 
不登校（30日以上） 3月の問題行動 

（関係者数） 

3月のいじめ 

(被害者数/加害者数） 2月末 3月増 計 

北条小 4人 0 4人 なし  

大栄小 3人 0 3人       〃  

北条中 2人 0 2人 〃  

大栄中 8人 0 8人 〃 1件（1/3）ひやかし・からかい  

 

３ 学校行事について  

 今年度の各学校の修学旅行は次のとおりです。 

・４月24日～（２泊３日） 北条中学校３年生  行き先：京阪神 

・４月25日～（１泊２日） 大栄小学校６年生  行き先：広島 

・５月７日～（２泊３日） 大栄中学校３年生  行き先：東京 

・10月２日～（１泊２日） 北条小学校６年生  行き先：広島 

 

 

＝生涯学習課＝ 
１ 北栄スポーツクラブジュニアクラブ活動開始式について 

  日 時 3月 30日（土）午後 7時 

場 所 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

参加者 約 350名（児童、指導者、保護者） 

概 要・北栄スポーツクラブ林理事長から、児童・保護者に対してジュニアクラブの活

動目的、発達段階に応じた活動、基本的生活習慣を身につけることなどについ

てお願い 

・各ジュニアクラブの指導者から子ども達へ抱負等の話 

・開始式に先立ち指導者会議、併せて開催。 

 

２ 2019 郷土の作家たち 田熊誠遺作展 

  期 間 4月 13日（土）～5月 6日（日） 

  場 所 北栄みらい伝承館 

  概 要・昨年 11月に亡くなられた田熊誠さんの作品を紹介 

     ・約 30点展示（版画だけでなく、油絵、切り絵も紹介） 

     ・ギャラリートーク 4月 20日（土）午後 1時 30分～ 

               講師 日本板画院評議員 綾女知廣さん 

 

３ 北栄てくてくウオーキング 春の野草観察ウオーク 



 
 

  日 時 4月 21日（日）午前 9時～ 

  場 所 大栄健康増進センター 

  概 要・大栄健康増進センター発着 ⇔ 蜘ヶ家山山菜の里 約 6㎞ 

     ・共催：北栄てくてくクラブ、（株）チュウブ 

     ・植物ガイド 磯江茂秋さん（土下） 

     ・ウォーキング立県 19のまちを歩こう事業認定大会 

     ・参加費 100円 

 

４ 第 1回北栄町スポーツ推進委員協議会 

  日 時 4月 22日（月）午後 6時 30分～ 

  場 所 大栄農村環境改善センター 会議室３ 

  概 要・2019年度の事業計画について 

     ・第 32回すいか・ながいも健康マラソン大会の協力について 

 

５ 今後の予定について 

（１）第 32回すいか・ながいも健康マラソン大会 

   日にち 6月 16日（日） 

   場 所 お台場公園多目的広場 

   参加者 4,990名 

 

６ ほくほくプラザについて 
 ①絵本の読み聞かせ会 

日 時 4月 8日（日） 午前 10時～11時 
   概 要・人形劇「はなになりたい」 
      ・絵本「おおきくなるっていうことは」他 

  参加者 30名（幼 16、、小 5、大 9） 
 
②グラウンド・ゴルフとおしゃべりサロン 

日 時 4月 20日（金） 
概 要 屋外でグラウンドゴルフを楽しんだあと軽食を囲んで会話を楽しむ。 
参加費 100円 

  参加者 7名 
 
③創作教室 「らくやきマーカ―でマグカップ」 

日 時 4月 14日（土）午後 1時 30分～4時 
   対 象 誰でも参加可（幼児保護者同伴要） 先着 20名 

概 要 らくやきマーカ―で絵等を描いてオーブンレンジで焼き付ける。 
参加費 100円 
参加者 21名（小 19、中 1、大 1） 

親子体験教室「お弁当を作って出かけよう」 
日 時 4月 22日（日）午前 10時 30分～午後 4時   

   対 象 子どもとその保護者  

概 要 お弁当を作り山菜の里に出かけ、わらび採りとお宝探しゲームをする。 
参加費 100円 
参加者 ※ 参加者が体調不良などの為、中止。 
 



 
 

 今後の予定               

 ①絵本の読み聞かせ会 

日 時 5月 13日（日） 午前 10時～11時 
   概 要・作ってみよう絵本「ちいさなこいのぼりのぼうけん」 
      ・おでこはめ絵本「けっこんしき」他 

 
②キーホルダー作りとおしゃべりサロン 

日 時 5月 18日（金） 
概 要 ・プラ板に好きな絵を描きオーブンで焼きキーホルダーを作ったあと軽食を

囲んで会話を楽しむ。 
参加費 100円 

 
 ③料理教室「似顔絵パンづくり」 

日 時 5月 12日（土）午後 1時 30分～午後 4時   
   対 象 誰でも参加可（幼児保護者同伴要） 先着２０名 

概 要 パン生地で似顔絵を作りオーブンレンジで焼く。 
参加費 100円 

  体験教室「田植え＆どろんこ遊び」 
日 時 5月 19日（土）午後 1時 30分～午後 4時   

   対 象 誰でも参加可（幼児保護者同伴要） 先着２５名 
概 要 田んぼで田植えをした後、泥んこレース等を楽しむ。 
参加費 100円 

 

  

 

 

＝図書館＝ 
１ 自閉症パネル展について 

  期 間 3月 22日(金)～4月 10日（水） 

  場 所 図書館ロビー 

  概 要 4月 2日から 8日までの発達障害啓発週間にあわせて、期間中、理解を深める

ためのパンフレットや関連本の展示を行う。 

 

２ 図書館ボランティア募集について 

  募集期間 4月 2日（火）～16日（火）（以後随時） 

  業務期間 5月上旬～2020年 3月 31日 

  業務内容 書架整理、新聞整理、環境美化、読みきかせなど 

  業務時間 9:30～16:00の間（曜日、時間などは相談の上調整） 

  対象者  北栄町民 

 

３ 利用者登録更新手続きについて 

  更新期間 4月 2日（火）～随時更新 



 
 

  更新対象 今年度は登録の早い方から 5000番まで 

  更新方法 登録用紙に記入し、免許証、保険証等で確認 

  更新目的 連絡先等、登録内容が変更になっている場合があり、連絡が取れない状 

       況を防ぐため、5年ごとに確認する。 

 

４ あたまイキイキ音読教室について 

日 時 4月 18日（木） 午前 10時 30分～ 

  場 所 図書館 研修室 

  概 要 昔話や絵本、童話などを参加者全員で声に出して読む。手遊び、歌も盛り込む。 

  参加者   名 

 

５ 図書館ボランティアオリエンテーションついて 

  日 時 4月 23日（火） 午前 10時 30分～ 

  場 所 図書館 研修室 

  概 要 ・活動内容の検討 

      ・日程調整 

      ・自己紹介 など 

 

６ 出前音読教室について 

  日 時 4月 24日（水） 午後 2時 15分～3時 

  場 所 松神公民館 

  概 要 昔話や絵本、童話などを参加者全員で声に出して読む。手遊び、歌も盛り込む。 

  参加者   名 

 

７ 「本の特集」コーナーについて 

期 間 4月 2日（火）～4月 28日（日） 

（図書館 1階フロア） 

 防災、いきいき音読、英語の本、ベストセラー25 年、新生活応援、入園・入学の本、

豊田太蔵関係、柳田邦男がすすめる絵本、読書の木（みんなの選んだお気に入りの一

冊）、自閉症、万葉集の本（新元号に向けて） 

 

（北条分室) 

 家庭教育 12か条（4月）「早寝早起き朝ごはん」、入園の本、柳田邦男がすすめる絵本、

万葉集の本（新元号に向けて）、農業は楽しいよ！、読書で世界のどこまでも旅をしよ

う、本屋大賞の本、屋外スポーツの本 

 

８ 今後の予定について 

（１）図書館 10連休の開館について 

  開 館 日 4月 27日（土）、28日（日）、5月 3日（金）～5日(日) 

  開館時間 午前 9時 30分～午後 5時 30分 

 

 



 
 

（２）あたまイキイキ音読教室について 

日 時 5月 16日（木） 午前 10時 30分～ 

  場 所 図書館 研修室 

  概 要 昔話や絵本、童話などを参加者全員で声に出して読む。手遊び、歌も盛り込む。 

 

（３）出前音読教室について 

  日 時 5月 21日（火） 午後 1時 30分～2時 30分 

  場 所 西園公民館 

  概 要 昔話や絵本、童話などを参加者全員で声に出して読む。手遊び、歌も盛り込む。 

 

 

【特徴的な事項】      

 １ 図書館の貸出状況等について 

   平成 31年 3月分の貸出等実績 

  来館者数（人） 貸出冊数（冊） 

3月分 

（前年分） 

 

図書館 

 

  3,850 

 （2,932） 

   5,459 

  （4,723） 

北条分室   1,269 

 （1,190） 

2,153 

（2,087） 

4月からの累計 図書館   44,756 

 （43,129） 

   58,802 

  （60,114） 

北条分室   14,905 

 （15,714） 

   26,392 

  （26,910） 

 

 

＝中央公民館＝ 
１ 中央公民館ロビー展について 

日 時 4月 10日（水）～4月 25日（木） 

概 要 トールペイント教室作品展 

 

２ 北栄文芸（第 54号）の発刊について 

  期 日 4月 10日（水） 

  部 数 300部（1部：200円） 

  概 要 作品数 94作品   投稿者 86名 

  その他 次号「北栄文芸（第 55号） 

      発刊予定  7月 10日（火） 

      募集締切日 6月 10日（日） 

 

３ ２０１９年度シニアクラブについて 

（１）自治会世話人会 



 
 

  期 日 4月 16日（火）午後 1時 30分～午後 2時 10分 

  場 所 中央公民館 大研修室 

  参加者  17名 

  概 要 ・自治会世話人、運営委員の役割  

      ・運営委員の選出 

        会長 長谷川孝司さん（西高尾）   

        副会長 松井悦子さん（みどり西団地）、油本恵美子さん（六尾） 

      ・2019年度年間事業の確認  他 

（２） 開講式 

  日 時 4月 22日（月） 午後 1時 30分～午後 4時 

  場 所 中央公民館 講堂     

  参加者   名 

 概 要 講演①「町政について」町長 松本 昭夫 氏 

      講演②「健康的な身体に整えよう！」 

           日本カイロプラティック連合会 

          体幹＆ストレッチトレーナー 中川 隆 氏 

 

４ 今後の予定について 

・中央公民館ロビー展について 

日 時 5月 1日（水）～5月 15日（水） 

概 要 愛草会作品展 

日 時 5月 16日（木）～5月 31日（金） 

概 要 愛草会（山野草写真展） 

 

・シニアクラブ学習について 

  総 合  5月 13日（月） 午後 1時 30分～４時 

     交通安全講座「高齢者の交通安全」 

  コース別 5月 27日（月）午後２時～４時 

     パソコンほか８コースの学習 

   

・青少年育成講座おもしろまなびタイムについて 

 （1）「ニュースポーツで遊ぼう！」 

  日 時 ５月 22日（水）午後 4時～午後 5時 

  場 所 中央公民館 講堂 

  講 師 福祉レク・ネットワーク鳥取 玉木 純一 氏 

 

 ・民芸実習館講座について 

 「第 1回陶芸講座」 

  日 時 5月 19日（日）午後 2時～午後 4時 

  概 要 土ひねり成形 

  講 師 山本 悠 氏 

 



 
 

＝中央公民館大栄分館＝ 

１ 中央公民館大栄分館ロビー展について 

（１）日 時 4月 1日（月）～30日（火） 

概 要 町民ミュージカル写真展 

 

２ 今後の予定について 

・中央公民館大栄分館ロビー展について 

日 時 5月 7日（火）～31日（金） 

概 要 美術協会作品展 

    

・小筆教室 

  日 時 5月 7日（火）21日（火） 午前 9時 30分～11時 30分 

  場 所 中央公民館大栄分館 

  内 容 毛筆で小さい字を書く 

  講 師 道祖尾良苑 氏  

 

 ・パソコンカフェ 

  日 時 5月 13日（月）20日（月）27日（月） 午後 1時 30分～3時 30分 

  場 所 中央公民館大栄分館 

  内 容 初歩のパソコン・スマホ教室 

  

 ・子どもほくえい塾 

  「デコフォトフレーム作り」 

  日 時 5月 12日（日） 午後 1時 30分～3時 30分 

  場 所 中央公民館大栄分館 

  内 容 ガラスタイルを使って写真立てを作る 

  参加費 ２００円 

 



議案第２１号 

 

 

学校評議員の委嘱について 

 

 

次の者を学校評議員に委嘱したいので、北栄町立小学校及び中学校管理規則

第３６条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０１９年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 



議案第２２号 

 

 

こども園評議員の委嘱について 

 

 

次の者をこども園評議員に委嘱したいので、北栄町立認定こども園管理運営

規則第３８条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０１９年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 



 

 

議案第２３号 

 

 

小・中学校主任等の任命について 

 

 

次の者を小・中学校主任等に任命したいので、北栄町教育長に対する事務委

任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０１９年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

  



 

２０１９年度北栄町立小・中学校主任等 

 

分 掌 名 
北条小学校 大栄小学校 

氏 名 氏 名 

教務主任 中川 由紀子 谷口 あけみ 

第１学年主任 高田 直樹 松本 千恵 

第２学年主任 谷本 和俊 岩森 邦彦 

第３学年主任 三好 春絵 福嶋 猛 

第４学年主任 多田 恭子 櫻井 志津恵 

第５学年主任 山名 健 浦木 陽子 

第６学年主任 名越 潤 前田 博春 

保健体育主事 谷本 和俊 岩森 邦彦 

人権教育主任 高田 直樹 中村 和美 

生徒指導主任 山名 健 前田 博春 

司書教諭 多田 恭子 中村 和美 

衛生推進者 入江 明代 竹本 和博 

防火管理者 入江 明代 竹本 和博 

 

分 掌 名 
北条中学校 大栄中学校 

氏 名 氏 名 

教務主任 吉田 幸平 岡本 基晴 

第１学年主任 池口 千奈美 濵橋 喜和 

第２学年主任 松本 昭範 田熊 稔昌 

第３学年主任 進木 正貴 妙泉 直子 

保健体育主事 鋤崎 美香 斎木 優輝 

人権教育主任 中尾 智則 横山 義紀 

生徒指導主事 福山 大典 妻由 愛 

進路指導主事 進木 正貴 妙泉 直子 

司書教諭 山口 則子 河本 良子 

衛生推進者 萬 章夫 笠見 隆志 

防火管理者 萬 章夫 笠見 隆志 

 

任 期 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 



議案第２４号  

 

 

 

北栄町外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 

北栄町外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則を制定したいので、北

栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

 

   ２０１９年４月２３日提出 

 

 

               北栄町教育委員会教育長  別 本 勝 美 

 

 

 

記  

 

 

別紙のとおり 

 



北栄町教育委員会規則第  号 

 

北栄町外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則 

 

北栄町外国語指導助手就業規則(平成17年北栄町教育委員会規則第17号)の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 

(任用期間) 

 

(任用期間) 

第４条 外国語指導助手の任用期間

は、来日日の翌日から同日の属する

年度の３月31日まで(以下「前半任

期」という。)及び翌年度４月１日

から来日日の１年後まで(以下「後

半任期」という。)とする。 

第４条 外国語指導助手の任用期間

は、任用の日(来日日の翌日)から１

年間とする。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

(費用弁償等) (費用弁償等) 

第９条 略 第９条 略 

２ 町は、赴任及び帰国のための費用

を弁償する。ただし、帰国旅費は、

次の各号に掲げる条件のすべてを

満たす外国語指導助手に対して弁

償するものとする。 

２ 町は、赴任及び帰国のための費用

を弁償する。ただし、帰国旅費は、

次の各号に掲げる条件のすべてを

満たす外国語指導助手に対して弁

償するものとする。 

(１) 第４条第１項の後半任期を

満了すること。 

(１) 第４条第１項の任用期間を

満了すること。 

(２) 後半任期満了日の翌日から

１ヶ月以内に、日本において町又

は第三者と任用又は雇用関係に

入らないこと。 

(２) 任用期間満了日の翌日から

１ヶ月以内に、日本において町又

は第三者と任用又は雇用関係に

入らないこと。 

(３) 後半任期満了日の翌日から

起算して１ヶ月を経過する日ま

でに、帰国のために日本を出発す

ること。 

(３) 任用期間満了日の翌日から

起算して１ヶ月を経過する日ま

でに、帰国のために日本を出発す

ること。 



３ 前項の規定にかかわらず、本人の

責に因らない理由により後半任期

満了前に帰国する場合で、特に所属

長がやむを得ないと認めたときは、

帰国旅費を弁償することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、本人の

責に因らない理由により任用期間

満了前に帰国する場合で、特に所属

長がやむを得ないと認めたときは、

帰国旅費を弁償することができる。 

(病気休暇) (病気休暇) 

第14条 略 第14条 略 

２ 病気休暇は、その開始の日から起

算して20日(勤務を要しない日及び

休日を含む。以下この項の日数にお

いて同じ。)を超えることができな

い。病気休暇を承認された期間(第1

6条に定める休職期間を含む)と期

間の間が７日に満たないときは、こ

れらの二の期間は連続するものと

みなす。 

２ 病気休暇は、その開始の日から起

算して20日(勤務を要しない日及び

休日を含む。以下この項の日数にお

いて同じ。)を超えることができな

い。病気休暇を承認された期間と期

間の間が７日に満たないときは、こ

れらの二の期間は連続するものと

みなす。 

３ 略 ３ 略 

(ハラスメントの禁止) (セクシャルハラスメントの禁止) 

第25条 外国語指導助手は、セクシャ

ルハラスメントや妊娠・出産・育児

休業等に関するハラスメント、パワ

ーハラスメントを疑われる言動に

よって他の職員に不快感を与え、就

業環境を害してはならない。 

 

第25条 外国語指導助手は、性的な言

動によって他の職員に不快感を与

えたり、就業環境を害してはならな

い。 

附 則 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 



議案第２５号  

 

  

北栄町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

 

 

北栄町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱を制定したいので、北

栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

2019年４月 23日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長  別 本 勝 美 

            

 

記  

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北栄町告示第 号 

 

北栄町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

北栄町一時預かり事業実施要綱(平成17年北栄町告示第19号)の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 

(事業の実施時間) 

 

(事業の実施時間) 

第５条 この事業における実施時間

は、午前８時30分から午後５時まで

とする。ただし、実施施設に特別な

事情があるときは、この限りでな

い。 

 

第５条 この事業における実施時間

は、午前８時から午後５時30分まで

とする。ただし、実施施設に特別な

事情があるときは、この限りでな

い。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 



 

 

議案第２６号 

 

 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会の北栄町教育委員会が選出 

する採択協議会委員の承認について 

 

令和２年度から使用する小学校教科用図書及び中学校教科用図書を採択する

ため、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律

第１８２号）第１３条第４項の規定により、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄

町、琴浦町の各市町村教育委員会が、鳥取県中部地区教科用図書採択協議会を

開催する。 

 本協議会の開催にあたり、下記のとおり北栄町教育委員会が選出する採択

協議会委員の承認を求める。 

 

 

２０１９年４月２３日提出 

 

 

北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会委員 

所 属 職 名 氏 名 

北栄町教育委員会 教育長 別本 勝美 

 



 

 

議案第２７号 

 

 

北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員に委嘱したい

ので、北栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を

求める。 

 

 

  ２０１９年４月２３日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  別本 勝美 

 

 

記 

 

 

北栄町社会教育委員兼北栄町公民館運営審議会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 構 成 等 

２ 笠見 隆志 大栄中学校代表 

社会教育関係者 ３ 池口 小春 大栄小学校ＰＴＡ代表 

７ 南場 兄一 文化団体代表 

 

任 期  ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 



 
平成３１年度北栄町教育委員会 こども園計画訪問の実施について 

 

    

北栄町教育委員会 

 

     

１. こども園規模 

     

 園名 園児数 学 級 数  
職 員 数  

(調理師を含む) 
備 考  

 北条こども園 １７９ １１ ３４   

 大誠こども園 １２３ ６ ２５   

 由良こども園  ９４ ６ ２１   

 
大谷こども園 ２７ ３ ９ 

1・2歳児・3・4歳児 

は合同クラス 

 

     

２. 訪問者 

 ・教育長・教育委員 …５名  

 ・教委事務局 

（２課長＋３指導主事＋１発達支援室主任） 
…５名 

 

 ・幼児教育センター、中部教育局 …１～２名  

    ※訪問者は予定。 

     

３. 計画訪問の実施方法について 

 ※ 前・後期  ２回実施 

前期：平成３１年  ５月２１日（火）～  ６月４日（火） 

後期：平成３１年１０月２９日（火）～１１月８日（金） 

※ 前期・後期とも午前に訪問し、給食を試食する。 

※ 詳しくは、別紙「平成３１年度北栄町立こども園計画訪問実施要項」による。 

 訪問の日程  

 園長説明・保育参観・部長説明及び懇談・給食試食 

   

 

 

 

 

 

 



 
平成３１度北栄町立こども園計画訪問実施要項 

 

   北栄町教育委員会  

１. 趣 旨 

  各園の教育・保育活動の現状や園経営上の成果と課題についてその実情を把握し、教育・保育

課程実施上の諸問題についての理解を深め、就学前教育・保育の充実に向けて指導・支援する。 

 各園の教育課題を明らかにし、園児の「生きる力の基礎」の向上を図り、魅力ある園経営の創

造について意見交換を行い、今後の教育・保育の推進方策等について協議する。 

 

     

２. 訪問の視点 

 (1) 園児の実態（生活・遊び）について 

(2) 今年度の創意ある園経営の取り組みについて 

・ 学びの基礎を培う取り組み 

・ 研究の取組 特別支援教育の取組 

・ 保こ小中高連携の取り組み 

(3) その他 

・ 施設設備について 

 

     

３. 訪問の内容 

 (1) 保育参観（全学級） 

(2) 園経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取組の重点について 

園経営…園長、教育・保育課程等、研究推進、特別支援教育、連携の取組…部長 

(3) 環境の整備（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

園長・保育部長・幼稚部長など（可能な限り） 

(5) 給食試食（園児の給食の様子参観、食育の取組について） 

 

    

４. 当日の日程 

 ※午前訪問。詳細は、各園と協議する。   

   

５. 留 意 点 

 (1) 園経営等説明にあたっては、園評価のＰＤＣＡサイクルを生かして、園要覧や資料等（A４

版）で具体的・簡潔に説明する。 

(2) 保育参観において、保育公開一覧表及び保育指導案（略案 A４版 縦置き 横書き １人１枚）

を準備する。 

 

     

６. そ の 他 

 町教育委員会の園訪問にあわせて、幼児教育センター、県教育委員会も同行する。  

 



 
平成３１年度北栄町教育委員会 小・中学校計画訪問の実施について 

 

    

北栄町教育委員会 

 

     

１. 小・中学校規模 

小学校…２ 中学校…２    

 学校・園名 
児童・生徒数 

(内:特別支援学級) 

学 級 数  

(内:特別支援学級) 

教 職 員 数  

(休職者等を含む) 
備 考  

 北条小学校 ４０７（３４） ２１（７）    

 大栄小学校 ３８５（２１） １８（５）    

 北条中学校 ２１０（１１） １０（３）    

 大栄中学校 ２０５（１４） １１（４）    

     

２. 訪問者 

 ・教育長・教育委員 …５名  

 ・教委事務局 

（２課長＋３指導主事） 
…５名 

 

 ・中部教育局 …１名  

  ※訪問者は予定。 

     

３. 計画訪問の実施方法について 

 ※ 前・後期  ２回実施 

前期：平成３１年  ６月 ３日（金）～  ６月２８日（金） 

後期：平成３１年１０月１５日（火）～ １１月１５日（金） 

※ 前期・後期とも、１日に２校（午前１校、午後１校）訪問可能。 

※ 午前訪問校では、各学級で給食を試食する。 

※ 午後訪問校では、全職員との懇談会（１時間程度）を設ける。 

※ 前期と後期で、訪問の午前と午後を入れ替える。 

※ 詳しくは、別紙「平成３１年度北栄町立小・中学校計画訪問実施要項」による。 

 訪問の日程  

 ・ 午前訪問校 …校長説明・授業参観・主任説明及び懇談・給食 

 ・ 午後訪問校 …校長説明・授業参観・主任説明・全職員との懇談会 

 

 

 

 



 
平成３１年度北栄町立小・中学校計画訪問実施要項 

 

   

   

１. 趣 旨 

  各小・中学校の教育活動の現状や学校経営上の成果と課題についてその実情を把握し、教育課

程実施上の諸問題についての理解を深め、学校教育の充実に向けて支援する。 

 各小・中学校の教育課題を明らかにし、児童･生徒の「生きる力」の向上を図り、魅力ある学

校経営の創造について意見交換を行い、今後の教育の推進方策等について協議する。 

   

２. 訪問の視点 

 (1) 児童・生徒の実態（生活・学習）について 

(2) 今年度の創意ある学校経営の取り組みについて 

・ 一人一人の確かな学力向上の取り組み（授業改善、家庭学習の状況） 

・ 豊かな心を育む取り組み 

・ 人権教育の取り組み 

・ 地域に根ざした学校の取り組み 

・ 保こ小中高連携の取り組み 

(3) その他 

・ 教育施設設備について 

 

     

３. 訪問の内容 

 【午前訪問校の場合】  

 (1) 授業参観（全学級）…２・３時限を参観 

(2) 学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取り組みの重点について 

 学校経営…校長、教育課程…教務主任、研究推進…研究主任、人権教育…人権教育主任、 

生徒指導…生徒指導主事（主任）   ⇒下線項目は必須、他は資料のみでもよい 

(3) 学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

 校長・教頭・教務主任・（学年主任）・（研究主任）・（人権教育主任）・（生徒指導主事（主任））   

など（可能な限り） 

(5) 給食試食（各学級で） 

 

 

 【午後訪問校の場合】  

 (1) 授業参観（全学級）…５時限を自由参観 

(2) 学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取り組みの重点について 

 学校経営…校長、教育課程…教務主任、研究推進…研究主任、人権教育…人権教育主任、 

生徒指導…生徒指導主事（主任）   ⇒下線項目は必須、他は資料のみでもよい 

(3) 学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

 



(4) 懇談会 

 全職員（可能な限り） 

懇談会のテーマ 

 小学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年の特色ある取り組み 

中学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年・各教科の特色ある取り組み 

 （授業改善、小学校英語の先行実施、道徳の教科化、ＩＣＴ機器の利用や家庭学習の

定着に向けての取り組みも含めて） 
 

    

４. 当日の日程 

 各小・中学校と協議決定する。   

      

５. 留 意 点 

 (1) 学校経営等に関する校長・各主任の説明にあたっては、学校評価のＰＤＣＡサイクルを生

かして、学校要覧や資料等（A４版）で具体的・簡潔に説明する。 

(2)  可能な限り、特色ある学習活動（少人数指導、道徳、特別活動、タブレットなどのＩＣＴ

機器や学校図書館の活用など）や加配を活用した授業が参観できるようにする。 

(3)  授業参観において、午前訪問校は下記の①②を準備する。午後訪問校は②を準備する。 

①学習指導案（略案 A４版 縦置き 横書き １人１枚） 

②学習一覧表（記載項目： 指導者・教科・場所・単元・本時目標・主な学習活動） 

 

     

６. そ の 他 

 町教育委員会の学校訪問にあわせて、県教育委員会も同行する。  

    

 

 

 

 

 




